
月額制会計年度任用職員（心理職）採用試験実施要項 

 

令和６年４月 

府 中 市 

概要 

この採用試験は、子ども発達支援センター心理職(会計年度任用職員)の採用候補者

を決定するために実施するものです。 

 

募集人数    ２名 

 

採用予定日   令和６年６月１日付         

 

試験申込期間  令和６年４月１８日（木）から令和６年５月２日（木） 

 

試験申込場所  府中市子ども発達支援センター はばたき（郵送可） 

 

 

 

 

 

１ 募集人数及び受験資格 

 

職  名 募集人数 受 験 資 格 

子ども発達支援センター心理職 ２名 
臨床心理士、公認心理師のいずれかの資

格を持つ人 

 
※ 地方公務員法の規定により、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

  ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 府中市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主 

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 試験申込手続 

 ⑴実施要項の配布 

配  布  期  間 配 布 場 所 及 び 配 布 時 間 

令和 ６年 ４月１８日（木） 

～ 

令和 ６年 ５月 ２日（木） 

府中市子ども発達支援センター はばたき 
午前９時～午後５時 
※土・日曜日・祝日は休み 

 市のホームページ 
（https://www.city.fuchu.tokyo.jp/） 
からダウンロードすることもできます。 

 

⑵ 試験申込  

受  付  期  間 受付場所又は郵送先 

令和 ６年 ４月１８日（木） 

～ 

令和 ６年 ５月 ２日（木） 

・受付場所 
 府中市子ども発達支援センター はばたき 
  午前９時～午後５時 
  ※土・日曜日・祝日は申込受付を行いません。 
・郵送先 
 〒183-0025 府中市矢崎町１－１２ 
府中市子ども発達支援センター はばたき あて 

 ※封筒の宛名面に「試験申込書在中」と記載すること。 

 

⑶ 試験申込に必要な書類（次のすべてが申込みに必要です。） 

書類の種類 書類の様式等 

申込書兼履歴書 
所定の用紙に写真（６か月以内に撮影した上半身、脱帽）を貼付

し、日中に連絡できる電話番号を記入すること。 

小 論 文 

テーマ：「学習面で課題を抱えている小・中学生へのカウンセリ

ングを行う場合のアセスメントの方法について」具体的な事例を

想定して述べること。１２００字以内、様式は自由、ワープロ・

自筆のどちらでも可 

資格証等(写)  資格の登録証等の写し 

返 信 用 封 筒 
Ａ４三つ折りサイズの封筒に、合否通知等の郵送先住所と氏名を

記入し、８４円切手を貼付してください。 

 

  ⑷ その他 

   ア 申込みに関する提出書類に不備がある場合、申込みを受け付けないことがありま

す。このために生じた申込みの遅延については一切責任を負いませんので、試験申

込みの手続には十分注意してください。 

イ 申込みに関する提出書類は、お返しできません。 

 

 

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/


３ 試験日程等 

  ⑴ 論述試験 

    試験申込時に提出された小論文を対象とします。試験結果は、合否にかかわらず郵送

による文書にて通知します。 

 

  ⑵ 面接試験 

    論述試験の合格者についてのみ実施します。試験の日時等については、論述試験の

合格通知の際に連絡します（お電話での合否確認等は行いません）。 

予定日  令和６年５月２０日（月）～令和６年５月２１日（火） 

会 場  府中市子ども発達支援センター はばたき 

 

  ⑶ 最終試験結果 

    試験の成績に基づき、合格者を決定し、その合否にかかわらず郵送による文書にて

通知します（令和６年５月下旬頃を予定）。 

 

  ⑷ 採用予定日 

    令和６年６月１日付を予定しています。 

 

⑸ その他 

  「申込書兼履歴書」の記入内容に虚偽等があった場合や、所定の受験資格を満たし

ていないことが判明した場合には、採用されないことがあります。 

 

４ 勤務条件等 

  ⑴ 身分 

    府中市会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項第１号による任用） 

 

  ⑵ 職名 

    子ども発達支援センター心理職 

 

  ⑶ 勤務場所 

    府中市子ども発達支援センター（府中市矢崎町１－１２） 

    ※必要に応じて、市内小中学校、関係機関等に公用自転車で訪問いただきます。 

 

  ⑷ 任用期間 

令和６年６月１日から令和 7 年３月３１日まで 

※令和７年４月以降も職が継続して設置される場合、再度の任用に申し込むことが

できます。 

 

  ⑸ 主な業務内容 

    教育相談にかかる相談や電話対応、発達検査の実施など 

    このほか、子ども発達支援センター業務の一部について役割分担される場合があり

ます。 

    ※ワード・エクセルなどパソコンによる事務処理が必須です。  



  ⑹ 休日・休暇等 

   ア 週休日は、日曜日及び所属長の定める日とし、国民の祝日及び年末年始は休日とし

ます。 

   イ 休暇は年次有給休暇のほか、病気休暇、慶弔休暇などの特別休暇があります。 

 

  ⑺ 勤務時間 

    水曜日を含む月曜日から土曜日までの所属長の定める日 

    平日：午前８時３０分～午後５時１５分又は午後１時００分～午後５時１５分 

土曜日：午前８時３０分～正午 

    ※上記勤務時間帯の中で、４週を単位として週平均４日に相当する勤務時間を確保

するように、所属長が割り振った時間が勤務時間となります。 

    ※原則として平日の勤務となりますが、協議により、土曜日勤務を依頼する場合が

あります。 

 

  ⑻ 報酬月額 

    ２４１，９００円 

    ※別途、通勤手当相当分、期末勤勉手当等が支給されます。 

    ※採用前に改定等があった場合は、その定めるところによります。 

 

  ⑼ 服務義務 

    地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令

に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的

行為の制限、争議行為等の禁止）が適用となるほか、地方公務員法に規定する事由

に該当した場合、分限、懲戒処分の対象となります。 

 

  ⑽ 社会保険等 

    東京都市町村職員共済組合（短期給付・福祉事業）、厚生年金保険及び雇用保険に

加入するほか、労働災害補償等の対象となります。 

 

  ⑾ 福利厚生 

府中市職員互助会に加入できます。年１回健康診断を実施します。 

 

  ⑿ その他 

    任用にあたっては、併せて府中市教育委員会から任用されます。 

 

 

 

〈問合せ先〉 

府中市障害者福祉課子ども発達支援センター 

教育・就学相談担当 

 
〒１８３－００２５ 府中市矢崎町１－１２ 
電話 （０４２）３０６－９５０２ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.city.fuchu.tokyo.jp/ 


